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　生駒山の豊かな緑に育まれ、自然と歴史と文化が調和しながら発展しつづける生
駒市。わたしたちは、ここに住むことへの愛着と誇りをもって、みんなの夢がかなう
まちをきずくために、市民憲章を定めます。

この市民憲章は、21世紀及び市政30周年を記念して平成13年（2001年）11月1日に新たに制定
したものです。

生駒市民憲章

1 自然を愛し、人と自然が共生する美しいまちをつくりましょう。

1 お互いに助けあい、安心して暮らせるやさしいまちをつくりましょう。

1 人権を尊重し、心のかよいあうあたたかいまちをつくりましょう。

1 スポーツに親しみ、健康で活力のあるまちをつくりましょう。

1 知恵を出しあい、世界にはばたく文化のまちをつくりましょう。

自治会ハンドブック

生駒市自治連合会

令和8年度版
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はじめに

　自治会役員の皆様、こんにちは。
　私は昨年４月から自治連合会の会長を務めさせていただいています。
　西地区の地区長およびライオンズマンション自治会の会長を担当させていた
だいてます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
　昨年、奈良県から女性初の総理大臣高市早苗さんを輩出しました。今後の奈
良県の発展と活性化につなげていっていただけるものと期待しています。
　一方で、世界情勢は目まぐるしく変化しており、各国での紛争や緊張の高ま
りが、私たちの日常生活にも少なからず影響を及ぼしていて、諸物価の上昇に
よって困窮している人が増えてきていると実感しています。さらに毎年のよう
に発生する風水害や地震への備えが急務となっています。南海トラフ地震のリ
スクは高まってきており、いつ発生してもおかしくない状況です。
　自治連合会では昨年秋、行政と連携して「生駒市自治連合会総合防災訓練」
を実施し、3500人超の市民の方に参加いただき、盛況下に終えることができま
した。今後も、地域ごとに自治会、自主防災会、民生委員などの団体、地域の
住民が連携して、訓練を続けることが重要です。地域内で共に支え合うこと“共
助”が不可欠であると考えます。日ごろからの近隣の方とのコミュニケーショ
ンは、地域の絆を深めることにもつながります。防災訓練はそのための有効な
ツールであり、自治会はその中心を担う組織だと考えます。
　また、イベント等地域活動（コミュニケーション）を通じて地域活動を強化
していきたいとも考えています。
　今年度自治連合会では、「次世代へつなぐ自治会活動」をテーマとしています。
多くの方に自治会活動に興味を持っていただき、ともに地域の未来に目を向け、
安心して暮らせるまちづくりを進めていきましょう。
　自治会は、生駒市や地域の諸団体、自治会員が協働して住みよい安全な地域
を作り上げていくために、ゴミ集積場所の管理、身の回りの公園や周辺道路の
環境美化、児童の見守りや交通安全の活動、防災訓練、お祭りや行事など地域
住民の親睦を深める活動を進めています。さらに、老人クラブや子ども会、趣
味の会など“地域の絆を強める活動”を支援しています。
　この自治会ハンドブックは、自治会活動の活性化や自治会組織づくりの一助
としていただくために、平成22年度から毎年作成しているものです。今年度の
行事や自治会の運営にご活用頂ければ幸いです。

令和8年5月
　生駒市自治連合会
　会長　長﨑　格
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自治会の運営・組織
　自治会は同じ地域に住む課題を話し合う団体であり、その活動には地域の人々が、様々なかた

ちで参画します。会員は会社でいう上司と部下という関係でなく、お互いが平等で楽しく活発に

活動できるよう、自治会の運営は民主的に進めることが大切です。

自治会とは
　自治会は、一定の区域に住む人々が自主的に構成する任意の団体です。

　区域に住んでいる人は、誰でも自治会会員になることができます。性別、年齢などの条件はなく、

日常生活の中での様々な地域課題を解決していくことを目的としています。

　　自治会が民主的な組織となるためには、会員にわかりやすく、会員相互で納得のいく会則（規

約）が定められていることが大切です。

　　会則（規約）に定める内容については、一般的には、次のような事項があります。

　①総　則

　　目的、名称、区域、会員、入会や退会などの事項

　②役　員

　　役員の種類、任期、選出方法、役割分担

　③会　議

　　会議の種類、議決事項、議決の方法

　④会　計

　　会費、収入・支出に関する事項

自治会の役割
　自治会は、自分たちのまちを住みよいまちにするため、生活環境の整備や福祉の向上などの地

域課題に取り組む組織として、市民生活に直結した重要な役割を担っています。

■地域課題の発見と解決の場
　　ごみ集積場の維持・管理、道路・公園の整備、防災・防犯などの地域環境の整備に関す

る諸問題は、個人や家庭では解決するのがむずかしく、地域の住民が力を合わせなければ

解決できない問題です。

　　これらの問題について、自治会では十分話し合い、利害を調整し、地域全体の共通課題

として、ひとつずつ解決していきます。

■行政との協働
　　広報紙の配布や回覧などを通じて、行政や各種団体からの情報を伝えます。また、地域

の声を行政に反映するため行政とのパイプ役を担います。

　　地域において、行政と自治会がそれぞれの役割を認識し、自治会だけでは解決できない

課題について、行政と協働で解決していきます。

■地域住民の親睦と連帯の場
　　南海トラフ地震など大規模災害の発生が危惧されている昨今、「遠い親類より近くの他

人」と言われるように、まずはあいさつを交わす関係が必要です。

　　日頃から、地域のまつりやバス旅行、運動会などを通じて、付き合いを深めることで、

地域の交流や信頼関係が育まれます。住民間の連帯と協調を深めることで、各種団体と協

働して新しいコミュニティづくりを進めています。

１．会則（規約）

２．組織の例

○○自治会

会　長

班　長 班　長 班　長 班　長 班　長

副会長 書　記 会　計

顧　問

会計監査
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部
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災
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犯
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会

広

報
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文

化

部

会

○
○
○
部

会

専 門 部 会

Ⅰ 自治会の役割と組織

2



自治会の運営・組織
　自治会は同じ地域に住む課題を話し合う団体であり、その活動には地域の人々が、様々なかた

ちで参画します。会員は会社でいう上司と部下という関係でなく、お互いが平等で楽しく活発に

活動できるよう、自治会の運営は民主的に進めることが大切です。

自治会とは
　自治会は、一定の区域に住む人々が自主的に構成する任意の団体です。

　区域に住んでいる人は、誰でも自治会会員になることができます。性別、年齢などの条件はなく、

日常生活の中での様々な地域課題を解決していくことを目的としています。

　　自治会が民主的な組織となるためには、会員にわかりやすく、会員相互で納得のいく会則（規

約）が定められていることが大切です。

　　会則（規約）に定める内容については、一般的には、次のような事項があります。

　①総　則

　　目的、名称、区域、会員、入会や退会などの事項

　②役　員

　　役員の種類、任期、選出方法、役割分担

　③会　議

　　会議の種類、議決事項、議決の方法

　④会　計

　　会費、収入・支出に関する事項

自治会の役割
　自治会は、自分たちのまちを住みよいまちにするため、生活環境の整備や福祉の向上などの地

域課題に取り組む組織として、市民生活に直結した重要な役割を担っています。

■地域課題の発見と解決の場
　　ごみ集積場の維持・管理、道路・公園の整備、防災・防犯などの地域環境の整備に関す

る諸問題は、個人や家庭では解決するのがむずかしく、地域の住民が力を合わせなければ

解決できない問題です。

　　これらの問題について、自治会では十分話し合い、利害を調整し、地域全体の共通課題

として、ひとつずつ解決していきます。

■行政との協働
　　広報紙の配布や回覧などを通じて、行政や各種団体からの情報を伝えます。また、地域

の声を行政に反映するため行政とのパイプ役を担います。

　　地域において、行政と自治会がそれぞれの役割を認識し、自治会だけでは解決できない

課題について、行政と協働で解決していきます。

■地域住民の親睦と連帯の場
　　南海トラフ地震など大規模災害の発生が危惧されている昨今、「遠い親類より近くの他

人」と言われるように、まずはあいさつを交わす関係が必要です。

　　日頃から、地域のまつりやバス旅行、運動会などを通じて、付き合いを深めることで、

地域の交流や信頼関係が育まれます。住民間の連帯と協調を深めることで、各種団体と協

働して新しいコミュニティづくりを進めています。

１．会則（規約）

２．組織の例

○○自治会

会　長

班　長 班　長 班　長 班　長 班　長

副会長 書　記 会　計

顧　問

会計監査

生
活
環
境
部
会

防
災
防
犯
部
会

交
通
安
全
部
会

広

報

部

会

体

育

部

会

文

化

部

会

○
○
○
部

会

専 門 部 会

Ⅰ 自治会の役割と組織

3



自治会の役員 自治会活動に関するQ＆A

　自治会は、会員の年齢層も広く、地域のたくさんの人で構成される組織です。

　その中心となる自治会長や役員の方々には、次のような役割が期待されます。

　■幅広く住民が参加できるような工夫をする。

　■地域において、自由でなごやかな雰囲気をつくる。

　■相手の立場に立って考え、話を聞く。

　■他人のプライバシーを守る。

　■自分の言動に責任を持つ。

役　割

　役員等の選出には、選挙・推薦・抽選・輪番制など、いろいろな方法がありますが、それぞれ

の自治会の事情に応じた民主的な方法を工夫することが必要です。ただし、抽選や輪番制を採用

する場合は、小さい子どもや介護を要する家族を抱える世帯や高齢者だけの世帯については、配

慮をすることも必要でしょう。

　自治会の発展と運営の継続性の確保のために、会長経験者がアドバイザー役として残ったり、

任期を２年として１年ごとに役員を半分ずつ改選する方法や、副会長が翌年会長になるというよ

うな工夫をしている自治会もあります。

選出方法と任期

会をまとめる最高責任者であり、また、対外的には、会の意思を伝える代表者
となります。

会長を補佐します。

現金の出納や会計書類の整備、備品の管理など会の出納責任者となります。

会議の記録をとったり会の庶務を担当します。

会員の意見を役員会に伝え、決定された内容を会員に伝えるとともに、会の決
定に参加する代議員的な役割があります。

専門部の責任者として会議に参加し意見を述べるとともに会の意思を部員に伝
えます。

会計事務や財政支出が適切であるかなどを監査し、総会で報告します。

役員構成
　自治会の役員には、主に次のようなものがあります。

① 会　長

② 副会長

③ 会　計

④ 書　記

⑤ 班　長

⑥ 専門部長

⑦ 会計監査

自治会に加入するメリットは？
地域の人と交流することでコミュニケーションの輪が広がる
自治会の活動を通して、地域の人たちとの交流やふれあいを深めることで、楽しさや安心
感が得られます。
住みよいまちづくりができる
安全・安心など地域の課題解決に向け、必要に応じて関係機関と連携しながら地域の人た
ちとともに住みよい環境づくりに取り組むことができます。
いざというときの助け合いができる
自治会は、防犯や防災活動も行っており、地域の中で顔の見える関係を築くことで、いざ
というときに助け合うことができます。

自治会活動を活性化するには？
事業の見直し
行事ごとに反省会をし、従来の活動に工夫を加えて、リニューアルすることも考えられま
す。様々な層の住民が参加しやすい行事を企画し、いろいろな参加の形をそれぞれの地域
で工夫していくことも１つの方法です。　
新しい人を巻き込み、みんなで仕事を分担する
自治会の運営には、多くのアイデアが必要で、様々な役割を分担しなければなりません。
そのためには、性別や年齢層を問わず、広く人材を集めることが重要です。

自治会に事務局員をおくことは、できますか。
自治会の役員の仕事は、役員会の準備や、書類の整理、市からの広報紙や回覧文書、ポス
ターなどの各班等への配布、各種会合への出席、町内での葬儀への参列など、たくさんあ
ります。このような仕事を、小さな自治会では、会長が、ほとんどひとりで行っていると
ころもあります。
一方で、会長には、自治会を代表する会長にしかできない仕事に集中してもらうために、
パソコンができるある程度時間に余裕のある人を、事務局員として、交通費程度の低額で
継続してお願いしている自治会もあります。役員の負担も軽減でき、自治会運営の継続性
も確保できるのではないでしょうか。

空き地に雑草等が生い茂り、放置されています。ご近所の方から自治会に何とか
して欲しいと依頼がありました。自治会でできることは？
基本的には、空き地の所有者や管理者等が手入れすべきです。所有者等が、明らかな場合は、
自治会から所有者等に連絡し、適正な管理等を要請します。しかし、所有者が、高齢者の
場合などで処理できないとか、対処の意思がない場合には、本人の了承を得て、自治会で
処理せざるを得ない場合もあります。
自治会で所有者がわからない場合などは、火災予防や環境衛生など公益性の面から、行政
から所有者に指導してもらえる場合もあります。
生駒市の場合は、環境保全課、消防本部予防課に相談してください。
※その他、運営につきましては総務省ホームページ「コミュニティ団体運営の手引き」をご覧ください。
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自治会の活動例

　会員の親睦と交流を目的に、夏まつり、餅つき大会、文化祭、ハイキングなど気軽に参加

できるイベントを開催しています。

親睦・交流活動

　ごみ集積場の管理、公園や道路の清掃、

資源ごみの回収、緑化活動など地域の美化

や環境保全をおこなっています。

環境美化活動

　いつ起こるかわからない災害（地震・火

事・風水害）に備え、自主防災会を設立し

たり、防災訓練や応急手当講習などを開催

しています。

防災活動

　自治会内の広報誌の発行やホームページ

の作成、広報いこま「いこまち」・県民だ

より奈良の配布、自治会内の回覧板での情

報提供などをおこない、自治会員の情報共

有に努めています。

広報・情報提供活動

　防犯パトロールや子どもの見守り活動を

はじめ、夜道での安全を守る防犯灯の日常

点検（故障の連絡等）をおこない、地域の

安全を守っています。

防犯活動

　ひとり暮らしの高齢者が増加している中

で、コミュニケーションを図るためのサロ

ンの開催やいきいき百歳体操、募金活動な

どおこない、地域福祉の増進に寄与すると

ともに、子ども会や老人クラブへの支援も

おこなっています。

福祉活動

　自治会員の体力の向上や健康維持のた

め、歩こう会や運動会を開催したり、ソフ

トボールやバレーボール、グランドゴルフ

などのクラブ活動を支援しています。

スポーツ活動

自治会加入のお願い
　「みんなで創る、日本一楽しく住みやすいまち・生駒」を目指す本市では、地域に住むみなさん

の自主的な組織としての「自治会」への加入をおすすめしています。

　最近では、生駒市でも各地域で犯罪や事故、災害による被害などが増えつつあり、安全・安心

な暮らしをしていくためには、地域でのつながりがとても大切なものとなっています。また、南

海トラフ巨大地震の発生が叫ばれていますが、実際に被災した場合の生活は、隣近所同士、自治

会の助け合いが必要不可欠なものとなります。

　現在、市内には全部で 129 の自治会があり、それぞれの自治会が、裏面のような活動を行って

います。こうした活動を通じて住民同士が交流を深め、安心・安全な地域社会づくりに努めてい

ます。

　ぜひ、この機会に住んでいる地区の自治会に加入していただき、地域の方との交流を深めてい

ただきますようお願いいたします。

※自治会加入のお申し込みは、地域の自治会長・自治会役員へ

　各自治会の連絡先についてのお問い合せは、生駒市自治連合会へ

　（生駒市役所地域コミュニティ推進課自治振興係内　Tel 0743-74-1111　内線 2070・2071）
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生駒北小学校区

生駒台小学校区

生駒南小学校区

俵口小学校区

生駒東小学校

生駒南第二小学校区

生駒小学校区

真弓小学校区

壱分小学校区

鹿ノ台小学校区

桜ヶ丘小学校区

あすか野小学校区

真弓小学校区

壱分小学校区

今年度生駒市自治連合会の取り組み

生駒市自治連合会組織編成

生駒市自治連合会の区域図

　生駒市自治連合会は、住民の自治活動の向上発展に努め、関係行政機関との連携を図るとともに、

各自治会長の相互の連絡を密にし、地域住民の福祉の向上と豊かな地域社会づくりに寄与するた

め取り組んでいる団体です。

　生駒市自治連合会では、他市の活動状況の視察、研修会の開催、年２回の広報紙生駒市自治連

合会だより「まいこま」の発行、自治会保険事業などを行っています。

Ⅱ 生駒市自治連合会

５月24日（日）

６月～ 12月

９月１日

９月27日（日）

11月10日（火）

12月13日（日）

３月１日

第１回全体集会

各地区県外視察研修

生駒市自治連合会だより「まいこま」（第 65号）発行

自治会長市政研修会

●市の事業・施策についての研修など

自治連合会役員と市長との懇談会

第２回全体集会、自治会役員研修会

●各地区、各自治会等の活動の報告会

生駒市自治連合会だより「まいこま」（第 66号）発行

「次世代へつなぐ自治会活動」テーマ

会　長 １名

地区長

常任理事

（各小学校区から１名）

4名

7名

12名　（各小学校区から１名）

副会長

常任理事 

理　事 

会　員
（自治会長）

北地区自治連合会

●生駒北小学校区
●鹿ノ台小学校区
●真弓小学校区
●あすか野小学校区

●壱分小学校区
●生駒南小学校区
●生駒南第二小学校区

●生駒台小学校区
●俵口小学校区

●生駒東小学校区

南地区自治連合会

●生駒小学校区
●桜ヶ丘小学校区

中地区自治連合会
東地区自治連合会

西地区自治連合会
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南地区自治連合会

●生駒小学校区
●桜ヶ丘小学校区

中地区自治連合会
東地区自治連合会

西地区自治連合会
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対人・対物共通　　　１事故　１億円限度　なお、自己負担（免責金額）なしです。

自治会活動中の保険制度

　この保険制度は、生駒市自治連合会に属する各自治会が自治会活動中の偶然に発生した下記の
ような事故に対応するものです。

①損害賠償責任事故
　自治会活動中（活動に従事中又は自治会行事に参加中）、参加者等第三者の身体や財物に損害を
与え、自治会又は住民（自治会員）のかたが法律上の損害賠償責任を負担するような場合。
　例として
●自治会が準備、提供した飲食物を食べた参加住民のかたやそのほかの第三者がこの飲食物が原
因で食中毒にかかった。
●クリ－ン作戦で自治会清掃作業中、ごみを積むリヤカ－を引っ張っていて、近くに停車中の自
動車に当ててキズをつけた。
●自治会主催の運動会でテントが突然倒れてそばにいた見物人にケガをさせた。　など
※同じ場所で同じような事故が続けて発生した場合、適用されない場合があります。保険請求さ
れた事案については、必ず再発防止の安全対策を講じてください。

②傷害事故
　自治会活動中（活動に従事中又は自治会行事に参加中）、自治会員自身が急激かつ偶然な外来の
事故によってケガ又は死亡したような場合。なお、自宅と開催場所との間の通常の経路における
往復途上での事故も対象となります。ただし、途中、私的にどこかに立ち寄ったり、経路を逸脱
したような場合は対象にはなりません。　　
　例として
●自治会行事の運動会に参加中、誤って転倒して足の骨を折った。
●クリ－ン作戦に参加中、蜂にさされた。　など

１．本制度の主旨
①の損害賠償責任事故の場合

　
　上記填補限度額内で、●治療実費、通院交通費、慰謝料、死亡による逸失利益　休業損害
●裁判になったときの裁判費用　●事故発生後の損害防止軽減費用（応急救助、護送費等）

５．補償内容

　共通のもの　
●故意　●地震、噴火、津波、洪水等　●戦争、変乱、暴動、そうじょう、労働争議等　　
●日本国外での事故
　①の損害賠償責任事故の場合
●施設の修理、改造等工事に起因する賠償責任
●航空機、昇降機、自動車の使用、所有、管理にかかる事故－自動車事故による賠償
●施設外で所有、使用、管理する車両、船による事故
●給排水設備、冷暖房設備等からの漏出する蒸気、水等による水漏れ事故　など
　②の傷害事故の場合
●自殺、犯罪、闘争行為　●脳疾患、疾病、心身喪失　●日射、熱射病等の熱中症　
●大気汚染、放射能汚染　●自動車の無免許運転、酒酔い運転　●疲労骨折、骨粗しょう症による骨折
●自治会活動以外での事故　●山岳登はんなど危険なスポ－ツ中の事故　
●自治会員のかたの妊娠、出産、流産又は外科的手術その他の医療処置
●原因のいかんを問わず、他覚症状のない頸部症候群 (いわゆる「ムチウチ症」)又は腰痛　など

６．保険では対象とはならない事故の主なもの

　事故が発生した場合には、まずは自治連合会（地域コミュニティ推進課内　内線 2070）にご連
絡ください。
　その後、自治会長は、被害者からの申し出に基づき「事故発生通知書兼証明書」に所定の事項
を記入の上、名簿と自治会活動の実施がわかる書類（行事案内や事業計画等）を添付し、自治連
合会に提出してください。（事故発生日から、おおむね１週間以内が目安で、それ以上遅れる場合は、
遅延理由書が必要です）

７．事故が発生した場合の手続

　自治会活動の保険は、自治会組織を前提とした自治会の活動・行事であることが必要であり、
当該活動、行事の企画立案を自治会が行ったもので、自治会の役員会や総会で決議され、その内
容が行事予定、計画表等で客観的に明確になっている計画に基づき行われる活動や行事参加に対
して適用されるものです。他の団体等が主催する行事等に自治会として参加した場合は、主催者
が契約した保険の対象となります。　
　自治会活動の中でも自治会員自身が、自分の都合で勝手に動かれた活動や行事は自治会の活動
とはみなされませんので、この場合の事故は適用されません。
　自治会活動として認められる「自治会行事参加」とは、自治会がある目的をもって自治会員に
召集をかけ、その目的を行うために、直接、自治会員が参加することをいい、スポ－ツ行事であれば、
スポ－ツ大会や練習に参加される場合、クリ－ン作戦におきましては、直接、清掃活動に参加さ
れる場合をいいます。（行事会場への一般参加者、入場者は対象にはなりません。）
　例として　●自治会の集会　●自治会の運動会、祭り　●自治会のクラブ活動
　　　　　　●自治会主催の行事　●日帰りバス旅行（宿泊を除く）　●役員さんの広報紙配布
　　　　　　●このほか自治会主催の自治会行事　など

２．自治会活動とは

３．保険の契約者

４．この保険で守られるかた

生駒市自治連合会

各自治会　自治会員

死 亡
後 遺 障 害
入 院
手 術 保 険 金

通 院
死亡・後遺障害
後 遺 障 害
入 院
手 術 保 険 金
通 院

１名　　　　　100万円
　　  ４万円～100万円
１日　　　　　1,500円
（公的医療保険制度の給付対象となる手術全般）－いずれも１回の手術に限る
① 入院中に受けた手術の場合　入院保険金日額×10倍
② ①以外の手術の場合　　　　入院保険金日額×5倍
１日　　　　　1,000円
事故の日からその日を含めて180日以内に傷害がもとで死亡したとき。
事故の日からその日を含めて180日以内に傷害がもとで後遺障害を生じたとき。
傷害を被り、傷害治療のために入院したとき。事故の日を含めて180日限度。
傷害を被り、直接傷害治療のためにあらかじめ定められた手術を受けたとき。
傷害を被り、傷害治療のために通院したとき。事故の日を含めて180日限度での
90日限度。

※通院日数は、ご提出いただきました資料に基づき保険会社が確認させていただきました実通院日数となります。

②の傷害事故の場合
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　例として
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QRコードから登録

　地震災害や台風などの災害に備え、自治会ごとに地域の特性を知り、その特性に応じた対応を

することで被害を減らすことができます。

　自治会では、個人ではできないことも会員相互の協力を得ることにより行政やボランティアで

は行き届かないことを行っていきます。

　ここでは、災害時の自治会及び自主防災会組織の対応例を考えます。

　予め対応要領を計画やマニュアルにまとめておきましょう。

　なお、自治会を相互に支援する自治連合会防災計画については、７ページをご確認ください。

Ⅲ 自治会の災害対応

地震編

風水害
編

地震発生 !!

避難生活が長期化する場合、自治会、自主防災会と
施設管理者、市職員が協力して避難所を開設・運営します。

雨が降り続いたり、台風が近づいてきたら…

いつ起こるか予想がつかない大地震。
前もって準備できない分、日ごろからの備えや防災訓練が地域を守ります。

①低い姿勢　
②頭を守り
③揺れがおさまるまで動かない

①自分・家族・自宅の安全確認（避難する際は通電火災に注意！）
②情報を集めましょう。（余震に注意！）
□ 緊急地震速報（防災行政MCA無線・緊急速報メール）
□ テレビ・ラジオ　　□　生駒市ホームページ、X・公式 LINE など

レベル１
早期注意情報

レベル２
○○注意報

レベル３
○○警報

レベル４
○○危険警報

レベル５
○○特別警報

自治会員への情報伝達の検討
□地域に避難しなければならない人はいるのか。
□その人への連絡方法は。

□　自治会内の被害状況の確認
□　災害規模によっては避難者の確認、避難所運営などの協力
□　近隣自治会との相互協力、支援

自治会員の安否確認（自治会内で安否確認方法を予め決めておく）
□地域で倒壊しそうな民家はあるか？　崩れそうな斜面はあるか？
□高齢者世帯、乳幼児のいる世帯、障がい者のいる世帯など。
□必要により、協力して救助にあたります。

地震による被害状況等によっては、すぐに市職員が到着できない場合も考えられます。
そのような場合は、自治会、自主防災会で開放をお願いします。

併せて生駒市HPの自主防災会のページ「地域における災害対応に手引き（風水害編）」もご参照ください。
【地域における災害対処の手引き（風水害編）】
〈生駒市HP〉ホーム→防災・防犯→防災→情報を集める→自主防災会のページ

詳細については、併せて生駒市HPの自主防災会のページ「地域における災害対応の手引き（地震災害編）」もご参照ください。
【地域における災害対処の手引き （地震災害編）】
〈生駒市HP〉ホーム→防災・防犯→防災→情報を集める→自主防災会のページ

指定緊急避難場所を開放します。（生駒市：震度5強以上のとき）

とにかく自分の身を守る（安全な場所を確保）

避難者がいる場合（自主避難者を含む）

大規模災害発生

避難者がいない場合

入手した情報を整理し、自治会としてどうするか考える。
（会長だけでなく役員の皆さんで一緒に考えておいてください。）

各自治会や自主防災会で、それぞれの地域に合った防災対策（自助・共助）をどのように行う
かを日ごろから話し合い、災害時に迷わず動ける仕組みを作ることが減災へとつながります。

地域の被害状況の確認

自分・家族が無事なら行動開始！

土砂災害や浸水害の発生に注意。

気象情報や避難情報に注意し、自治会内での対応を確認し慌てず行動してください。
災害は起こってからでは間に合いません。起こる前の行動が命を救います。

警戒
レベル

避難情報
（生駒市）

気象情報
（気象庁）

□自治会員からの問合せ等に
対応してください。
□災害発生に伴う断水・停電
などに気をつけてください。

□指定緊急避難場所（避難所）の案内。
□指定緊急避難場所（避難所）以外への避難の
場合は避難先の確認。
□避難時の持ち出し品などの案内。

まずは、自分の自治会地域にどんな災害リスク
があるか知っておく。(ハザードマップで確認)
民家のある場所に　　
●土砂災害警戒区域　●土砂災害特別警戒区域
●浸水想定区域　　●ビルの谷間で風が集まる
●排水溝のつまり　●枯木や倒れやすい物

□防災行政MCA無線
　「教えてダイヤル」050-5212-5255
□市から自治会へのLINE又は、電話連絡
□テレビ・ラジオ
□緊急速報メール(エリアメール)
□生駒市HP(ホームページ)
□生駒市緊急・災害情報メール(登録制)
□生駒市X（防災いこま）・ 公式LINE

気象情報が令和８年５月29日から大きく変わります！
注：「〇〇」の部分予想される災害の種類で変わります。
（大雨、土砂災害等）

　
災害情報に注意してください。

安全な場所にいる人は避難する必要はありません。

4

5

3

2

1

高齢者等避難
危険な場所から高齢者や避
難に時間のかかる方は避難
（高齢者等以外の人も必要
に応じて避難の準備）

（災害への心構えを高める）

（災害に備え、ハザードマッ
プ等により自らの避難行動
を確認）

避難指示
危険な場所から全員避難
（その場にとどまることで
安全確保できている場合は
屋内で安全を確保）

緊急安全確保
すでに災害が発生・切迫
命を守る最善の行動をとる
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QRコードから登録

　地震災害や台風などの災害に備え、自治会ごとに地域の特性を知り、その特性に応じた対応を

することで被害を減らすことができます。

　自治会では、個人ではできないことも会員相互の協力を得ることにより行政やボランティアで

は行き届かないことを行っていきます。

　ここでは、災害時の自治会及び自主防災会組織の対応例を考えます。

　予め対応要領を計画やマニュアルにまとめておきましょう。

　なお、自治会を相互に支援する自治連合会防災計画については、７ページをご確認ください。

Ⅲ 自治会の災害対応

地震編

風水害
編

地震発生 !!

避難生活が長期化する場合、自治会、自主防災会と
施設管理者、市職員が協力して避難所を開設・運営します。

雨が降り続いたり、台風が近づいてきたら…

いつ起こるか予想がつかない大地震。
前もって準備できない分、日ごろからの備えや防災訓練が地域を守ります。

①低い姿勢　
②頭を守り
③揺れがおさまるまで動かない

①自分・家族・自宅の安全確認（避難する際は通電火災に注意！）
②情報を集めましょう。（余震に注意！）
□ 緊急地震速報（防災行政MCA無線・緊急速報メール）
□ テレビ・ラジオ　　□　生駒市ホームページ、X・公式 LINE など

レベル１
早期注意情報

レベル２
○○注意報

レベル３
○○警報

レベル４
○○危険警報

レベル５
○○特別警報

自治会員への情報伝達の検討
□地域に避難しなければならない人はいるのか。
□その人への連絡方法は。

□　自治会内の被害状況の確認
□　災害規模によっては避難者の確認、避難所運営などの協力
□　近隣自治会との相互協力、支援

自治会員の安否確認（自治会内で安否確認方法を予め決めておく）
□地域で倒壊しそうな民家はあるか？　崩れそうな斜面はあるか？
□高齢者世帯、乳幼児のいる世帯、障がい者のいる世帯など。
□必要により、協力して救助にあたります。

地震による被害状況等によっては、すぐに市職員が到着できない場合も考えられます。
そのような場合は、自治会、自主防災会で開放をお願いします。

併せて生駒市HPの自主防災会のページ「地域における災害対応に手引き（風水害編）」もご参照ください。
【地域における災害対処の手引き（風水害編）】
〈生駒市HP〉ホーム→防災・防犯→防災→情報を集める→自主防災会のページ

詳細については、併せて生駒市HPの自主防災会のページ「地域における災害対応の手引き（地震災害編）」もご参照ください。
【地域における災害対処の手引き （地震災害編）】
〈生駒市HP〉ホーム→防災・防犯→防災→情報を集める→自主防災会のページ

指定緊急避難場所を開放します。（生駒市：震度5強以上のとき）

とにかく自分の身を守る（安全な場所を確保）

避難者がいる場合（自主避難者を含む）

大規模災害発生

避難者がいない場合

入手した情報を整理し、自治会としてどうするか考える。
（会長だけでなく役員の皆さんで一緒に考えておいてください。）

各自治会や自主防災会で、それぞれの地域に合った防災対策（自助・共助）をどのように行う
かを日ごろから話し合い、災害時に迷わず動ける仕組みを作ることが減災へとつながります。

地域の被害状況の確認

自分・家族が無事なら行動開始！

土砂災害や浸水害の発生に注意。

気象情報や避難情報に注意し、自治会内での対応を確認し慌てず行動してください。
災害は起こってからでは間に合いません。起こる前の行動が命を救います。

警戒
レベル

避難情報
（生駒市）

気象情報
（気象庁）

□自治会員からの問合せ等に
対応してください。
□災害発生に伴う断水・停電
などに気をつけてください。

□指定緊急避難場所（避難所）の案内。
□指定緊急避難場所（避難所）以外への避難の
場合は避難先の確認。
□避難時の持ち出し品などの案内。

まずは、自分の自治会地域にどんな災害リスク
があるか知っておく。(ハザードマップで確認)
民家のある場所に　　
●土砂災害警戒区域　●土砂災害特別警戒区域
●浸水想定区域　　●ビルの谷間で風が集まる
●排水溝のつまり　●枯木や倒れやすい物

□防災行政MCA無線
　「教えてダイヤル」050-5212-5255
□市から自治会へのLINE又は、電話連絡
□テレビ・ラジオ
□緊急速報メール(エリアメール)
□生駒市HP(ホームページ)
□生駒市緊急・災害情報メール(登録制)
□生駒市X（防災いこま）・ 公式LINE

気象情報が令和８年５月29日から大きく変わります！
注：「〇〇」の部分予想される災害の種類で変わります。
（大雨、土砂災害等）

　
災害情報に注意してください。

安全な場所にいる人は避難する必要はありません。

4

5

3

2

1

高齢者等避難
危険な場所から高齢者や避
難に時間のかかる方は避難
（高齢者等以外の人も必要
に応じて避難の準備）

（災害への心構えを高める）

（災害に備え、ハザードマッ
プ等により自らの避難行動
を確認）

避難指示
危険な場所から全員避難
（その場にとどまることで
安全確保できている場合は
屋内で安全を確保）

緊急安全確保
すでに災害が発生・切迫
命を守る最善の行動をとる
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Ⅳ 避難行動要支援者避難支援事業

　自然災害時に避難支援を必要とする人の情報を、市や自治会などで事前に共有し、安否確認や
避難時の手助け等をすばやく行えるよう、地域の方と話し合いをしながら災害時に必要となる支
援や避難支援員、避難先までの経路等をまとめた個別避難計画書を作成し、災害に備えるものです。
災害時における自治会・自主防災会の動きの情報提供、安否確認、共有した個別避難計画等の内
容を活用した防災訓練の実施等をお願いいたします。

何に備えて？
自然災害が発生した場合やそのおそれがあるとき

対象はどのような人？
70 歳以上のひとり暮らしの人等で自力や家族の
助けを得ても避難ができない人（詳細は下欄参照。
令和７年度に本事業にて個別避難計画書を共有し
た自治会には赤いファイルをお渡ししておりま
す。）

支援の内容は？
避難が必要となった際、個別避難計画書に基づい
て支援を行っていただきます。例として、安否確
認、情報提供、避難先までの避難行動の支援等が
あります。お住まいの地域や家の災害リスク、備
えなどにより支援も変わります。

右の①～⑤の中
で自然災害時、
避難ができない
可能性が高い人

①70歳以上のひとり暮らしの人
②要介護認定3以上の人
③身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳1級の人
④難病患者（郡山保健所の要援護台帳に登録されている人）
⑤その他上記に準じる人

10月頃に市役
所から対象者に
個別避難計画書
作成のご案内を
送付します。

避難行動要支援者本人や家族
等で災害に対する備えを確認
してください。確認後必要な方
は個別避難計画書にまとめて
市に情報を共有しましょう。

避難行動要支援者台帳への登録を希
望し、自治会、民生・児童委員、避
難支援員その他支援機関への個人情
報の共有に同意した方については、
市で台帳登録し、情報を共有します。

※要支援者本人や家族が作成するセルフプランがあります。災害発生時の自治会の動き等の問合
せがある場合がありますので、ご対応をお願いいたします。
※被災リスクの高い方については別途通知を送り、地域の方や市役所職員などが集まって話し合
い個別避難計画を作成することになります。その場合は対象の方に直接連絡させていただきます
ので、会議参加のご協力をお願いいたします。
※避難支援員の方はまずご自分の身の安全と家族の身の安全を確保したうえで支援をお願いいた
します。なお、法的な責任や義務を負うものではありません。

避難行動要支援者避難支援事業とは？

個別避難計画作成の流れ

避難行動要支援者とは？

321

避難支援員
近所に住む家族や
親戚、友人や隣近
所にお住いの方等
の避難行動要支援
者を支援できる人

日頃から「あいさつを交わす」「防災訓
練に揃って参加する」など、顔の見える
関係を築いておくことで、いざというと
きの支援がスムーズになります。

避難行動要支援者
自力での避難が困難で家族の支援も難しい人

Ⅴ

自治会活動における個人情報の保護（名簿などの取扱い）

　個人情報保護法では、個人情報を特定の利用目的の範囲内で保有し、利用することが定められ
ていることから、自治会活動のために各種名簿を作成する際には、以下の点に注意が必要です。

１．自治会活動に伴う名簿の作成

　ア　保有に当たっては、当該本人に対し、利用目的を明示します。

　イ　保有する個人情報は、自治会の目的の範囲内に限り利用し、外部提供などすることはでき
ません。

　ウ　利用目的の参考例
　　●会員相互の親睦
　　●自治会内部の行事などに関する連絡調整
　　●生駒市等、その他関係行政機関からの依頼に係る連絡調整
　　●その他会の目的に必要な場合

４．会員名簿などの利用目的

　個人情報は、本人の同意に基づく本人からの取得が原則です。
　災害時など人の生命や財産の保護のため緊急に必要な場合は例外です。

２．本人からの取得が原則

　目的に必要な範囲で個人情報を保有します。

３．会員名簿の内容（取得する個人情報の内容）

　本人の同意を得ないで目的外の利用や自治会外への提供はできません。ただし、災害時等人の
生命や財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難な場合などは、利用又は提供す
ることができます。

５．目的外の利用、提供の可否

　ア　知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはいけません。

　イ　会員名簿など（個人情報）を取り扱う全ての人、又は過去にそのような立場にあった人全
てが、知り得た個人情報の保護に努めなければなりません。

　ウ　責任を明らかにするためにも会員名簿（個人情報）を取り扱う者を可能な限り限定してお
くことが望ましいでしょう。また、必要以上に名簿などをコピーしないようにしましょう。

　エ　会員名簿など（個人情報）の保管については盗難や紛失等のないよう、施錠できるロッカー
などに入れて保管するなど、十分注意しましょう。

６．個人情報を取り扱う役員などの心得

個人情報保護 個人情報保護法では、自治会を含む
すべての事業者に法が適用されます。

自治会における個人情報の取り扱い
　自治会が、会員の氏名や住所・電話番号などの個人情報を持つことは、活動する上で不可欠です。
　取り扱っている個人情報が悪用された場合、被害を受けた側から、慰謝料請求を受ける可能性
があります。
　自治会においても大切な個人情報を守るため、正しい管理に努めましょう。

14



Ⅳ 避難行動要支援者避難支援事業

　自然災害時に避難支援を必要とする人の情報を、市や自治会などで事前に共有し、安否確認や
避難時の手助け等をすばやく行えるよう、地域の方と話し合いをしながら災害時に必要となる支
援や避難支援員、避難先までの経路等をまとめた個別避難計画書を作成し、災害に備えるものです。
災害時における自治会・自主防災会の動きの情報提供、安否確認、共有した個別避難計画等の内
容を活用した防災訓練の実施等をお願いいたします。

何に備えて？
自然災害が発生した場合やそのおそれがあるとき

対象はどのような人？
70 歳以上のひとり暮らしの人等で自力や家族の
助けを得ても避難ができない人（詳細は下欄参照。
令和７年度に本事業にて個別避難計画書を共有し
た自治会には赤いファイルをお渡ししておりま
す。）

支援の内容は？
避難が必要となった際、個別避難計画書に基づい
て支援を行っていただきます。例として、安否確
認、情報提供、避難先までの避難行動の支援等が
あります。お住まいの地域や家の災害リスク、備
えなどにより支援も変わります。

右の①～⑤の中
で自然災害時、
避難ができない
可能性が高い人

①70歳以上のひとり暮らしの人
②要介護認定3以上の人
③身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳1級の人
④難病患者（郡山保健所の要援護台帳に登録されている人）
⑤その他上記に準じる人

10月頃に市役
所から対象者に
個別避難計画書
作成のご案内を
送付します。

避難行動要支援者本人や家族
等で災害に対する備えを確認
してください。確認後必要な方
は個別避難計画書にまとめて
市に情報を共有しましょう。

避難行動要支援者台帳への登録を希
望し、自治会、民生・児童委員、避
難支援員その他支援機関への個人情
報の共有に同意した方については、
市で台帳登録し、情報を共有します。

※要支援者本人や家族が作成するセルフプランがあります。災害発生時の自治会の動き等の問合
せがある場合がありますので、ご対応をお願いいたします。
※被災リスクの高い方については別途通知を送り、地域の方や市役所職員などが集まって話し合
い個別避難計画を作成することになります。その場合は対象の方に直接連絡させていただきます
ので、会議参加のご協力をお願いいたします。
※避難支援員の方はまずご自分の身の安全と家族の身の安全を確保したうえで支援をお願いいた
します。なお、法的な責任や義務を負うものではありません。

避難行動要支援者避難支援事業とは？

個別避難計画作成の流れ

避難行動要支援者とは？

321

避難支援員
近所に住む家族や
親戚、友人や隣近
所にお住いの方等
の避難行動要支援
者を支援できる人

日頃から「あいさつを交わす」「防災訓
練に揃って参加する」など、顔の見える
関係を築いておくことで、いざというと
きの支援がスムーズになります。

避難行動要支援者
自力での避難が困難で家族の支援も難しい人

Ⅴ

自治会活動における個人情報の保護（名簿などの取扱い）

　個人情報保護法では、個人情報を特定の利用目的の範囲内で保有し、利用することが定められ
ていることから、自治会活動のために各種名簿を作成する際には、以下の点に注意が必要です。

１．自治会活動に伴う名簿の作成

　ア　保有に当たっては、当該本人に対し、利用目的を明示します。

　イ　保有する個人情報は、自治会の目的の範囲内に限り利用し、外部提供などすることはでき
ません。

　ウ　利用目的の参考例
　　●会員相互の親睦
　　●自治会内部の行事などに関する連絡調整
　　●生駒市等、その他関係行政機関からの依頼に係る連絡調整
　　●その他会の目的に必要な場合

４．会員名簿などの利用目的

　個人情報は、本人の同意に基づく本人からの取得が原則です。
　災害時など人の生命や財産の保護のため緊急に必要な場合は例外です。

２．本人からの取得が原則

　目的に必要な範囲で個人情報を保有します。

３．会員名簿の内容（取得する個人情報の内容）

　本人の同意を得ないで目的外の利用や自治会外への提供はできません。ただし、災害時等人の
生命や財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難な場合などは、利用又は提供す
ることができます。

５．目的外の利用、提供の可否

　ア　知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはいけません。

　イ　会員名簿など（個人情報）を取り扱う全ての人、又は過去にそのような立場にあった人全
てが、知り得た個人情報の保護に努めなければなりません。

　ウ　責任を明らかにするためにも会員名簿（個人情報）を取り扱う者を可能な限り限定してお
くことが望ましいでしょう。また、必要以上に名簿などをコピーしないようにしましょう。

　エ　会員名簿など（個人情報）の保管については盗難や紛失等のないよう、施錠できるロッカー
などに入れて保管するなど、十分注意しましょう。

６．個人情報を取り扱う役員などの心得

個人情報保護 個人情報保護法では、自治会を含む
すべての事業者に法が適用されます。

自治会における個人情報の取り扱い
　自治会が、会員の氏名や住所・電話番号などの個人情報を持つことは、活動する上で不可欠です。
　取り扱っている個人情報が悪用された場合、被害を受けた側から、慰謝料請求を受ける可能性
があります。
　自治会においても大切な個人情報を守るため、正しい管理に努めましょう。
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生駒市地区集会所補助金

　生駒市地区集会所補助金は、地区住民の自治会活動を奨励するため、市内の地区集会所の新築、
増築、改築、改修及び太陽光発電システム設置工事に対して補助金が交付されます。

　※増築、改築、改修又は太陽光発電システム設置については、実際に要した工事総額が10万円
以上のものに限ります。

　補助金の交付を受けようとする自治会は、工事予定の前年の8月下旬頃に市から送付される事業
計画書に、経費の見積書、設計図面及び仕様書などの必要書類を添付して、地域コミュニティ推
進課へ申請します。
　※提出期限については、市から送付される用紙をご確認ください。

　4月初旬に前年の事業計画書に基づき予算措置の完了通知を受け、補助金交付申請を行い、市か
ら補助金交付決定通知を受けた後に工事をします。
　申請前に着工されますと、補助金の交付がされませんので、ご注意ください。

内　容

補助金の交付対象
　自治会活動を行うための主たる地区集会所に係る分が対象となります。

補助金の額
　補助金額は、次の表のとおりです。

建築単価（20万円/㎡）に地区集会所の延べ面積を乗じて得た額（標準
工事額）又は実際に要した工事総額（設計委託費及び外構工事費を含
む）のいずれか低い額に10分の5を乗じて得た額（ただし、延べ面積
に制限あり）

標準工事額 又は実際に要した工事総額（設計委託費及び外構工事費を
含む）のいずれか低い額に10分の4を乗じて得た額

市長が認める工事総額に10分の３を乗じて得た額
（ただし、100万円を限度とする。）

市長が認める工事総額に10分の４を乗じて得た額（ただし、工事総額
が10万円以上に限る）

増築又は改築の場合

太陽光発電システム
設置の場合

改修の場合

新築の場合

事業の実施

　補助金の交付を受けた自治会は、会計年度終了後、速やかに当該補助金に係る収支決算書を提
出します。

決算書の提出

申請方法

生駒市自治振興補助金

　生駒市自治振興補助金は、生駒市の行政の円滑な推進に資するため、生駒市の各種行政事務事
業及び住民自治意識に基づく生活環境の整備等、住み良い地域社会づくりに寄与している自治会
に対し補助金が交付されます。

内　容

補助金の交付対象

補助金の額

補助金額 150,000 円 1,000 円×自治会加入世帯数（4月 1日現在）

Ⅵ 市からの補助金

　補助金の交付対象は、生駒市自治連合会に属する自治会です。

　補助金額は、均等割の額と世帯割の額の合算額です。

申請方法
　補助金の交付を受けようとする自治会長は、所定の申請書に
　　①事業計画書
　　②収支予算書
　　③役員名簿
　　④自治会会則・規約（変更がある場合のみ）
　を添付して、地域コミュニティ推進課へ申請します。
　※4月下旬に地域コミュニティ推進課から申請用紙が送付されています。

実績報告
　当該年度終了後に、実績報告書、事業報告書、収支決算書を提出します。 　

●均等割の額：1自治会につき150,000円（4月1日現在存する自治会）
　　　　　　　※4月2日から9月30日までに新設された自治会は
　　　　　　　1自治会75,000円

●世帯割の額：1,000円に4月1日現在の自治会加入世帯数を乗じて得た額
　　　　　　　※４月２日から9月30日までに新設された自治会は
　　　　　　　500円に10月1日現在の自治会加入世帯数を乗じて得た額

均等割 世帯割
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生駒市地区集会所補助金

　生駒市地区集会所補助金は、地区住民の自治会活動を奨励するため、市内の地区集会所の新築、
増築、改築、改修及び太陽光発電システム設置工事に対して補助金が交付されます。

　※増築、改築、改修又は太陽光発電システム設置については、実際に要した工事総額が10万円
以上のものに限ります。

　補助金の交付を受けようとする自治会は、工事予定の前年の8月下旬頃に市から送付される事業
計画書に、経費の見積書、設計図面及び仕様書などの必要書類を添付して、地域コミュニティ推
進課へ申請します。
　※提出期限については、市から送付される用紙をご確認ください。

　4月初旬に前年の事業計画書に基づき予算措置の完了通知を受け、補助金交付申請を行い、市か
ら補助金交付決定通知を受けた後に工事をします。
　申請前に着工されますと、補助金の交付がされませんので、ご注意ください。

内　容

補助金の交付対象
　自治会活動を行うための主たる地区集会所に係る分が対象となります。

補助金の額
　補助金額は、次の表のとおりです。

建築単価（20万円/㎡）に地区集会所の延べ面積を乗じて得た額（標準
工事額）又は実際に要した工事総額（設計委託費及び外構工事費を含
む）のいずれか低い額に10分の5を乗じて得た額（ただし、延べ面積
に制限あり）

標準工事額 又は実際に要した工事総額（設計委託費及び外構工事費を
含む）のいずれか低い額に10分の4を乗じて得た額

市長が認める工事総額に10分の３を乗じて得た額
（ただし、100万円を限度とする。）

市長が認める工事総額に10分の４を乗じて得た額（ただし、工事総額
が10万円以上に限る）

増築又は改築の場合

太陽光発電システム
設置の場合

改修の場合

新築の場合

事業の実施

　補助金の交付を受けた自治会は、会計年度終了後、速やかに当該補助金に係る収支決算書を提
出します。

決算書の提出

申請方法

生駒市自治振興補助金

　生駒市自治振興補助金は、生駒市の行政の円滑な推進に資するため、生駒市の各種行政事務事
業及び住民自治意識に基づく生活環境の整備等、住み良い地域社会づくりに寄与している自治会
に対し補助金が交付されます。

内　容

補助金の交付対象

補助金の額

補助金額 150,000 円 1,000 円×自治会加入世帯数（4月 1日現在）

Ⅵ 市からの補助金

　補助金の交付対象は、生駒市自治連合会に属する自治会です。

　補助金額は、均等割の額と世帯割の額の合算額です。

申請方法
　補助金の交付を受けようとする自治会長は、所定の申請書に
　　①事業計画書
　　②収支予算書
　　③役員名簿
　　④自治会会則・規約（変更がある場合のみ）
　を添付して、地域コミュニティ推進課へ申請します。
　※4月下旬に地域コミュニティ推進課から申請用紙が送付されています。

実績報告
　当該年度終了後に、実績報告書、事業報告書、収支決算書を提出します。 　

●均等割の額：1自治会につき150,000円（4月1日現在存する自治会）
　　　　　　　※4月2日から9月30日までに新設された自治会は
　　　　　　　1自治会75,000円

●世帯割の額：1,000円に4月1日現在の自治会加入世帯数を乗じて得た額
　　　　　　　※４月２日から9月30日までに新設された自治会は
　　　　　　　500円に10月1日現在の自治会加入世帯数を乗じて得た額

均等割 世帯割
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生駒市コミュニティ助成事業補助金

内　容

申請の流れ

　宝くじ社会貢献広報事業費の受託事業収入を財源として、一般財団法人自治総合センターがコ
ミュニティの健全な発展を図るとともに、「宝くじの社会貢献広報事業」として市へ助成を行い、
市はそれを原資にコミュニティ組織（自治会等）に補助するものです。

①　備品が助成対象になるかどうか不明な場合は問い合わせてください。
②　申請をしても必ず助成を受けられるものではありません。
③　事業の実施は助成決定があった後に行ってください。
④　申請内容と異なる備品は購入しないでください。（助成が取消される場合があります。）
⑤　助成を受けて整備した施設・設備には、「表示に関するデザインマニュアル」に定める表
示を行う必要があります。コミュニティセンター助成事業では、建物の入り口等にプレー
トの設置が必要です。

100万円～ 250万円（10万円単位、10／ 10以内の助成）

コミュニティ組織（自治会等）

コミュニティ活動の活性化につながるコミュニティ活動に直接必要な施設・
設備の整備

・お祭り用品の整備（太鼓、法被、獅子頭、幕、篠笛、提灯等）
・集会施設の備品整備（机、イス、コピー機、プロジェクター、パソコン、
プリンター、テレビ等）
・イベント用品の整備（テント、ポータブルアンプ、発電機、わた飴製造機、
イベント用ステージ等）
・基礎工事の伴わない簡易な倉庫、物置（同時に整備する備品を保管する目
的に限る）

生駒市自治会掲示板設置補助金

内　容

　自治会で設置される掲示板で、自治会内での各種広報用として使用される掲示板が補助対象と
なります。

補助対象の掲示板

　補助金額は、掲示板１基の設置に要した経費の２分の１で、１基当たりの交付限度額は50,000
円となります。

補助の金額

　補助金の申請をされる自治会長は、所定の申請書に
①設置に要する経費の見積書　　②設置場所の略図　　③設計図面及び仕様書
④道路占用許可書又は公園占用許可書の写し（公道又は公園に設置する場合）を添付して、申請
します。　
　※設置する前に地域コミュニティ推進課（内線2070）へ必ず連絡して下さい。

　例年、８月中旬に次年度申請用のコミュニティ助成事業実施要綱が決定されるため、その
実施要網により自治会等の事業実施主体が申請書類を作成し、９月の指定日までに地域コミュ
ニティ推進課へ提出してください。
　申請締切後、複数の申請があった場合には順位を決めて、推薦を行います。順位決定方法
については、地域コミュニティ推進課（内線2070）までお問い合わせください。

申請方法

　自治会掲示板を設置しようとする自治会に対して要する経費の一部が市から補助されます。

　（１）一般コミュニティ助成事業

助 成 金 額

事 業 主 体

助 成 内 容

備 品 例

対象となる事業費の５分の３以内、1,500万円を上限（10万円単位）

コミュニティ組織（認可地縁団体）の法人登記がなされている団体

コミュニティ活動に必要な自治会集会所等の集会施設の建設・大規模修繕経
費及び施設内の備品

建築主体、電気・機械設備、仮設費、一般管理費、設計費、現場経費、消費税、
一般コミュニティ助成に準ずる備品の整備、建物の登記費用

　（２）コミュニティセンター助成事業

　※留意事項

助 成 金 額

事 業 主 体

助 成 内 容

対 象 経 費

生駒市複合型コミュニティづくり支援補助金

内　容

　地域住民が主体となり、地域の生活課題とその実情に応じて、集会所等の地域交流拠点におい
て新たに行う事業であり、異なる活動を同時又は連続して実施することで複合型コミュニティの
構築につながる事業。
　ただし、既に地域に定着した活動となっている運動会、お祭り、自治会だより、地域清掃など
の事業、及び市や県、国の補助金の交付を受けている事業は対象となりません。

　複合型コミュニティ（26ページ参照）の構築に向け、自治会をはじめとする多様な主体が新た
に取り組む活動を応援する補助金です。

対象事業

　初年度に限り、補助対象経費の10分の10に相当する額とし、上限額は50万円です。ただし、翌
年度以降継続する場合、翌年度の補助金の額は補助対象経費の３分の２に相当する額、翌翌年度
の補助金の額は補助対象経費の３分の１に相当する額とし、各年度50万円（全年度合計100万円）
を限度とします。

補助の金額

　補助金の申請をされる自治会長は、所定の申請書に
①事業計画書　②収支予算書　③実施団体概要書　④その他関係書類を添付して申請します。　
　※申請する前に地域コミュニティ推進課（内線2061）へ必ず相談してください。

申請方法
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生駒市コミュニティ助成事業補助金

内　容

申請の流れ

　宝くじ社会貢献広報事業費の受託事業収入を財源として、一般財団法人自治総合センターがコ
ミュニティの健全な発展を図るとともに、「宝くじの社会貢献広報事業」として市へ助成を行い、
市はそれを原資にコミュニティ組織（自治会等）に補助するものです。

①　備品が助成対象になるかどうか不明な場合は問い合わせてください。
②　申請をしても必ず助成を受けられるものではありません。
③　事業の実施は助成決定があった後に行ってください。
④　申請内容と異なる備品は購入しないでください。（助成が取消される場合があります。）
⑤　助成を受けて整備した施設・設備には、「表示に関するデザインマニュアル」に定める表
示を行う必要があります。コミュニティセンター助成事業では、建物の入り口等にプレー
トの設置が必要です。

100万円～ 250万円（10万円単位、10／ 10以内の助成）

コミュニティ組織（自治会等）

コミュニティ活動の活性化につながるコミュニティ活動に直接必要な施設・
設備の整備

・お祭り用品の整備（太鼓、法被、獅子頭、幕、篠笛、提灯等）
・集会施設の備品整備（机、イス、コピー機、プロジェクター、パソコン、
プリンター、テレビ等）
・イベント用品の整備（テント、ポータブルアンプ、発電機、わた飴製造機、
イベント用ステージ等）
・基礎工事の伴わない簡易な倉庫、物置（同時に整備する備品を保管する目
的に限る）

生駒市自治会掲示板設置補助金

内　容

　自治会で設置される掲示板で、自治会内での各種広報用として使用される掲示板が補助対象と
なります。

補助対象の掲示板

　補助金額は、掲示板１基の設置に要した経費の２分の１で、１基当たりの交付限度額は50,000
円となります。

補助の金額

　補助金の申請をされる自治会長は、所定の申請書に
①設置に要する経費の見積書　　②設置場所の略図　　③設計図面及び仕様書
④道路占用許可書又は公園占用許可書の写し（公道又は公園に設置する場合）を添付して、申請
します。　
　※設置する前に地域コミュニティ推進課（内線2070）へ必ず連絡して下さい。

　例年、８月中旬に次年度申請用のコミュニティ助成事業実施要綱が決定されるため、その
実施要網により自治会等の事業実施主体が申請書類を作成し、９月の指定日までに地域コミュ
ニティ推進課へ提出してください。
　申請締切後、複数の申請があった場合には順位を決めて、推薦を行います。順位決定方法
については、地域コミュニティ推進課（内線2070）までお問い合わせください。

申請方法

　自治会掲示板を設置しようとする自治会に対して要する経費の一部が市から補助されます。

　（１）一般コミュニティ助成事業

助 成 金 額

事 業 主 体

助 成 内 容

備 品 例

対象となる事業費の５分の３以内、1,500万円を上限（10万円単位）

コミュニティ組織（認可地縁団体）の法人登記がなされている団体

コミュニティ活動に必要な自治会集会所等の集会施設の建設・大規模修繕経
費及び施設内の備品

建築主体、電気・機械設備、仮設費、一般管理費、設計費、現場経費、消費税、
一般コミュニティ助成に準ずる備品の整備、建物の登記費用

　（２）コミュニティセンター助成事業

　※留意事項

助 成 金 額

事 業 主 体

助 成 内 容

対 象 経 費

生駒市複合型コミュニティづくり支援補助金

内　容

　地域住民が主体となり、地域の生活課題とその実情に応じて、集会所等の地域交流拠点におい
て新たに行う事業であり、異なる活動を同時又は連続して実施することで複合型コミュニティの
構築につながる事業。
　ただし、既に地域に定着した活動となっている運動会、お祭り、自治会だより、地域清掃など
の事業、及び市や県、国の補助金の交付を受けている事業は対象となりません。

　複合型コミュニティ（26ページ参照）の構築に向け、自治会をはじめとする多様な主体が新た
に取り組む活動を応援する補助金です。

対象事業

　初年度に限り、補助対象経費の10分の10に相当する額とし、上限額は50万円です。ただし、翌
年度以降継続する場合、翌年度の補助金の額は補助対象経費の３分の２に相当する額、翌翌年度
の補助金の額は補助対象経費の３分の１に相当する額とし、各年度50万円（全年度合計100万円）
を限度とします。

補助の金額

　補助金の申請をされる自治会長は、所定の申請書に
①事業計画書　②収支予算書　③実施団体概要書　④その他関係書類を添付して申請します。　
　※申請する前に地域コミュニティ推進課（内線2061）へ必ず相談してください。

申請方法
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自主防災会活動補助金

　市で毎年実施している市道の草刈について、市に代わり自治会で実施していただく場合に草刈
委託料が支払われます。
※事前に請書締結等の手続きが必要ですので、詳細については、管理課（内線2470）まで

市道草刈委託料

　公園内の清掃、草刈等を行っていただいている自治会に対して、公園維持管理委託料が支払わ
れます。
※みどり公園課から4月に覚書締結用紙、6月に覚書締結後上半期活動報告書用紙、下半期活動報
告書用紙の送付があります。詳細については、みどり公園課（内線2610）まで

公園維持管理委託料

　市が管理する道路等において、自治会が施工する道路舗装、排水工事及び砕石散布等、軽易な
工事について、自治会に対して材料が支給されます。
※詳細については、管理課（内線2470）まで

　自主防災会が資機材を新規又は追加購入したり、防災訓練や研修会を行うときに補助金が交付
されます。なお、今年度の補助金の種類は下記の3種類です。

防犯カメラ設置事業補助金
　犯罪の起きにくい地域環境づくりを推進するため、地域防犯力の向上・強化活動を行う自治会
に対して、防犯カメラの購入等に要する費用の一部が補助金として交付されます。
　補助金額は、補助対象経費の2分の1以内が補助されます。
　ただし、限度額は防犯カメラ1台あたり20万円、総額は90万円です。
　なお、交付の対象となる自治会は、月に1回以上継続した防犯活動を実施するなどの条件が必要
です。
※詳細については、防犯交通対策課（内線3411）まで

①資機材等新規整備補助金
　自主防災会が発足後、初めて資機材等の整備を行うとき

②資機材等更新追加整備補助金
　①の補助金又現物給付を受けられた日から５年以上経過している自主防災会が資機材の追加や
買い替えを行うとき

③活動推進補助金
　会員の防災意識、技能、知識を高めるため防災に関する訓練、講座、研修会などを行うとき

※詳細については、危機管理課（内線4361）まで

土木工事地元施工材料支給

その他補助金など

　新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック、古着・古布、かばん、くつ、ミックスペーパー、金属は、リユー
ス・リサイクルできる大切な資源です。これらの集団資源回収を行う実践団体に対し、回収した
資源の重量１キログラムにつき４円が補助されます。（回収業者によっては、回収品目が限られる
場合があります。）
※詳細については、環境保全課（内線2362）まで

生駒市集団資源回収補助金

　ごみ集積施設（折りたたみ式の集積かごを含む）の設置又は改修を行った自治会（利用する世
帯数が10以上）に対し、補助対象経費の2分の1以内（1,000円未満切り捨て）が補助されます。
　ただし、限度額は30万円です。
※詳細については、環境保全課（内線2362）まで

生駒市ごみ集積施設整備事業補助金

　ごみ集積場に集積したごみの飛散防止を目的として、ごみ飛散防止ネット（カラスネット）の
貸与を受けることができます。
※詳細については、環境保全課（内線2362）まで

ごみ飛散防止ネット（カラスネット）の貸与

生駒市地域コミュニティ ICT活用事業補助金

内　容

　・電子回覧板アプリの導入・公式LINEの導入
　・自治会ホームページの作成
　・自治会館のインターネット環境の整備
　・上記の導入研修費など
　※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象になりません。

　コロナ禍において、自治会活動の自粛や縮小を余儀なくされている中、地域活動の推進や業務
の効率化のため、情報通信技術（ICT）の活用に必要な事業を実施する自治会に対して補助されま
す。

対象事業

　補助金額は、補助事業の開始月から12か月目までは補助対象経費の２分の１に相当する額、13
か月目からは補助対象経費の４分の１とし、各年度の上限は１自治会当たり25万円とする。なお、
翌年度以降も継続できる補助対象経費はソフトウェアやサービスの導入経費及び使用料とする。

補助の金額

　補助金の申請をされる自治会長は、所定の申請書に
　①事業計画書　②収支予算書　③経費の見積書などを添付して申請します。
　※申請する前に地域コミュニティ推進課（内線2070）へ必ず連絡してください。

申請方法

　補助金の交付対象は、生駒市自治連合会に属する自治会です。

補助金の交付対象

20



自主防災会活動補助金

　市で毎年実施している市道の草刈について、市に代わり自治会で実施していただく場合に草刈
委託料が支払われます。
※事前に請書締結等の手続きが必要ですので、詳細については、管理課（内線2470）まで

市道草刈委託料

　公園内の清掃、草刈等を行っていただいている自治会に対して、公園維持管理委託料が支払わ
れます。
※みどり公園課から4月に覚書締結用紙、6月に覚書締結後上半期活動報告書用紙、下半期活動報
告書用紙の送付があります。詳細については、みどり公園課（内線2610）まで

公園維持管理委託料

　市が管理する道路等において、自治会が施工する道路舗装、排水工事及び砕石散布等、軽易な
工事について、自治会に対して材料が支給されます。
※詳細については、管理課（内線2470）まで

　自主防災会が資機材を新規又は追加購入したり、防災訓練や研修会を行うときに補助金が交付
されます。なお、今年度の補助金の種類は下記の3種類です。

防犯カメラ設置事業補助金
　犯罪の起きにくい地域環境づくりを推進するため、地域防犯力の向上・強化活動を行う自治会
に対して、防犯カメラの購入等に要する費用の一部が補助金として交付されます。
　補助金額は、補助対象経費の2分の1以内が補助されます。
　ただし、限度額は防犯カメラ1台あたり20万円、総額は90万円です。
　なお、交付の対象となる自治会は、月に1回以上継続した防犯活動を実施するなどの条件が必要
です。
※詳細については、防犯交通対策課（内線3411）まで

①資機材等新規整備補助金
　自主防災会が発足後、初めて資機材等の整備を行うとき

②資機材等更新追加整備補助金
　①の補助金又現物給付を受けられた日から５年以上経過している自主防災会が資機材の追加や
買い替えを行うとき

③活動推進補助金
　会員の防災意識、技能、知識を高めるため防災に関する訓練、講座、研修会などを行うとき

※詳細については、危機管理課（内線4361）まで

土木工事地元施工材料支給

その他補助金など

　新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック、古着・古布、かばん、くつ、ミックスペーパー、金属は、リユー
ス・リサイクルできる大切な資源です。これらの集団資源回収を行う実践団体に対し、回収した
資源の重量１キログラムにつき４円が補助されます。（回収業者によっては、回収品目が限られる
場合があります。）
※詳細については、環境保全課（内線2362）まで

生駒市集団資源回収補助金

　ごみ集積施設（折りたたみ式の集積かごを含む）の設置又は改修を行った自治会（利用する世
帯数が10以上）に対し、補助対象経費の2分の1以内（1,000円未満切り捨て）が補助されます。
　ただし、限度額は30万円です。
※詳細については、環境保全課（内線2362）まで

生駒市ごみ集積施設整備事業補助金

　ごみ集積場に集積したごみの飛散防止を目的として、ごみ飛散防止ネット（カラスネット）の
貸与を受けることができます。
※詳細については、環境保全課（内線2362）まで

ごみ飛散防止ネット（カラスネット）の貸与

生駒市地域コミュニティ ICT活用事業補助金

内　容

　・電子回覧板アプリの導入・公式LINEの導入
　・自治会ホームページの作成
　・自治会館のインターネット環境の整備
　・上記の導入研修費など
　※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象になりません。

　コロナ禍において、自治会活動の自粛や縮小を余儀なくされている中、地域活動の推進や業務
の効率化のため、情報通信技術（ICT）の活用に必要な事業を実施する自治会に対して補助されま
す。

対象事業

　補助金額は、補助事業の開始月から12か月目までは補助対象経費の２分の１に相当する額、13
か月目からは補助対象経費の４分の１とし、各年度の上限は１自治会当たり25万円とする。なお、
翌年度以降も継続できる補助対象経費はソフトウェアやサービスの導入経費及び使用料とする。

補助の金額

　補助金の申請をされる自治会長は、所定の申請書に
　①事業計画書　②収支予算書　③経費の見積書などを添付して申請します。
　※申請する前に地域コミュニティ推進課（内線2070）へ必ず連絡してください。

申請方法

　補助金の交付対象は、生駒市自治連合会に属する自治会です。

補助金の交付対象
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業 務 内 容

農地の維持管理に関すること

有害鳥獣被害対策に関すること

ごみの収集（集積場所、カラスネット等）に関すること

集団資源回収補助に関すること

一時多量ごみ（引っ越しごみ等）の持込に関すること

し尿の収集に関すること

防犯灯に関すること

自治会清掃に関すること

犬や猫・ペットについて相談したいとき

市道・橋・河川の維持管理に関すること

公共交通に関すること

道路の新設や改良に関すること

建築確認、耐震化に関すること

公園の整備・維持管理に関すること

街路樹木の維持管理に関すること

緑化推進・保全に関すること

花とみどりのわがまちづくり助成制度に関すること

下水道の維持管理に関すること

下水道の計画・建設に関すること

浄化槽に関すること

水道料金に関する問い合わせ、開栓・閉栓に関すること

水道に関する相談、道路上の水漏れに関すること

人権教育推進委員に関すること

学校運営協議会に関すること

通学路に関すること

通学区域に関すること

幼稚園に関すること

生涯学習に関すること

文化財に関すること

各種スポーツイベントに関すること

まちかど図書室に関すること

農林課

農林課

環境保全課

環境保全課

清掃リレーセンター

環境保全課

環境保全課

環境保全課

環境保全課

管理課

防犯交通対策課

土木課

建築課

みどり公園課

みどり公園課

みどり公園課

花のまちづくりセンター

下水道課

下水道課

下水道課

お客様センター

人権施策課

学校支援課

教育総務課

教育総務課

幼保こども園課

生涯学習課

生涯学習課

スポーツ振興課

図書館

2160

2161

2362

2362

73-6807

2362

2382

2382

2382

2470

3421

2560

3460

2612

2612

2621

70-0187

3570

3580

3561

79-2800㈹

79-2800㈹

3130

2701

2661

2670

2762

3710

3720

3760

75-5000

担 当 窓 口 電話・内線

教
育
・
文
化

生
活
環
境

※担当課がわからないときは、地域コミュニティ推進課（内線2070）までお問い合わせください。

自治会と関わりの深い市等の担当課・窓口

Ⅶ 市の業務、担当窓口

業 務 内 容

広報いこま「いこまち」に関すること
自主防災会、防災対策・防災訓練に関すること
避難行動要支援者避難支援事業に関すること
防犯・交通安全に関すること
法律相談をしたいとき
消費生活相談をしたいとき
自治会のことで相談したいとき
ボランティア・NPOによる出前プログラムに関すること
人権相談をしたいとき
多文化共生・国際交流に関すること
男女共同参画に関すること
女性相談、女性法律相談をしたいとき
選挙に関すること
消防・救急に関すること
火災予防に関すること
高齢者福祉に関すること
地域で心配な世帯に関すること
民生・児童委員に関すること
日本赤十字事業に関すること
障がい者福祉に関すること
お金、仕事、生活での困りごとに関すること
介護予防に関すること（いきいき百歳体操など）
地域包括ケアに関すること
介護保険制度に関すること
予防接種、がん検診等健康に関すること
国民健康保険の特定健康診査等に関すること
後期高齢者の健康診査等に関すること
老人クラブに関すること
赤い羽根共同募金に関すること
保育所に関すること
学童保育に関すること
子育て支援に関すること
児童虐待に関すること

広報広聴課
危機管理課
地域共生社会推進課
防犯交通対策課
防犯交通対策課
消費生活センター
地域コミュニティ推進課
市民活動推進センター
人権施策課
人権施策課
ダイバーシティ推進プラザ
ダイバーシティ推進プラザ
選挙管理委員会
消防本部警防課
消防本部予防課
地域共生社会推進課
地域共生社会推進課
地域共生社会推進課
地域共生社会推進課
障がい福祉課
くらしとしごと支援センター
地域包括ケア推進課
地域包括ケア推進課
介護保険課
健康課
国保医療課
国保医療課
社会福祉協議会
社会福祉協議会
幼保こども園課
児童総務課
こども家庭センター
こども家庭センター

4211
4361
6070
3411
3411
73-0550
2070
75-6000
3110
3121
75-0237
73-0556
3611
73-0119
73-0119
6071
6081
6060
6060
7260

0120-883-132
7563
7571
7410
75-2255
7463
7471
75-0234
75-0234
2762
2820
73-5582
73-1005

担 当 窓 口 電話・内線

生駒市役所　　　電話74-1111　
生駒市自治連合会　地域コミュニティ推進課内　内線2070

福
祉
・
健
康

市
民
生
活

奈良県広域水道企業団
生駒事務所工務課

22



業 務 内 容

農地の維持管理に関すること

有害鳥獣被害対策に関すること

ごみの収集（集積場所、カラスネット等）に関すること

集団資源回収補助に関すること

一時多量ごみ（引っ越しごみ等）の持込に関すること

し尿の収集に関すること

防犯灯に関すること

自治会清掃に関すること

犬や猫・ペットについて相談したいとき

市道・橋・河川の維持管理に関すること

公共交通に関すること

道路の新設や改良に関すること

建築確認、耐震化に関すること

公園の整備・維持管理に関すること

街路樹木の維持管理に関すること

緑化推進・保全に関すること

花とみどりのわがまちづくり助成制度に関すること

下水道の維持管理に関すること

下水道の計画・建設に関すること

浄化槽に関すること

水道料金に関する問い合わせ、開栓・閉栓に関すること

水道に関する相談、道路上の水漏れに関すること

人権教育推進委員に関すること

学校運営協議会に関すること

通学路に関すること

通学区域に関すること

幼稚園に関すること

生涯学習に関すること

文化財に関すること

各種スポーツイベントに関すること

まちかど図書室に関すること

農林課

農林課

環境保全課

環境保全課

清掃リレーセンター

環境保全課

環境保全課

環境保全課

環境保全課

管理課

防犯交通対策課

土木課

建築課

みどり公園課

みどり公園課

みどり公園課

花のまちづくりセンター

下水道課

下水道課

下水道課

お客様センター

人権施策課

学校支援課

教育総務課

教育総務課

幼保こども園課

生涯学習課

生涯学習課

スポーツ振興課

図書館

2160

2161

2362

2362

73-6807

2362

2382

2382

2382

2470

3421

2560

3460

2612

2612

2621

70-0187

3570

3580

3561

79-2800㈹

79-2800㈹

3130

2701

2661

2670

2762

3710

3720

3760

75-5000

担 当 窓 口 電話・内線

教
育
・
文
化

生
活
環
境

※担当課がわからないときは、地域コミュニティ推進課（内線2070）までお問い合わせください。

自治会と関わりの深い市等の担当課・窓口

Ⅶ 市の業務、担当窓口

業 務 内 容

広報いこま「いこまち」に関すること
自主防災会、防災対策・防災訓練に関すること
避難行動要支援者避難支援事業に関すること
防犯・交通安全に関すること
法律相談をしたいとき
消費生活相談をしたいとき
自治会のことで相談したいとき
ボランティア・NPOによる出前プログラムに関すること
人権相談をしたいとき
多文化共生・国際交流に関すること
男女共同参画に関すること
女性相談、女性法律相談をしたいとき
選挙に関すること
消防・救急に関すること
火災予防に関すること
高齢者福祉に関すること
地域で心配な世帯に関すること
民生・児童委員に関すること
日本赤十字事業に関すること
障がい者福祉に関すること
お金、仕事、生活での困りごとに関すること
介護予防に関すること（いきいき百歳体操など）
地域包括ケアに関すること
介護保険制度に関すること
予防接種、がん検診等健康に関すること
国民健康保険の特定健康診査等に関すること
後期高齢者の健康診査等に関すること
老人クラブに関すること
赤い羽根共同募金に関すること
保育所に関すること
学童保育に関すること
子育て支援に関すること
児童虐待に関すること

広報広聴課
危機管理課
地域共生社会推進課
防犯交通対策課
防犯交通対策課
消費生活センター
地域コミュニティ推進課
市民活動推進センター
人権施策課
人権施策課
ダイバーシティ推進プラザ
ダイバーシティ推進プラザ
選挙管理委員会
消防本部警防課
消防本部予防課
地域共生社会推進課
地域共生社会推進課
地域共生社会推進課
地域共生社会推進課
障がい福祉課
くらしとしごと支援センター
地域包括ケア推進課
地域包括ケア推進課
介護保険課
健康課
国保医療課
国保医療課
社会福祉協議会
社会福祉協議会
幼保こども園課
児童総務課
こども家庭センター
こども家庭センター

4211
4361
6070
3411
3411
73-0550
2070
75-6000
3110
3121
75-0237
73-0556
3611
73-0119
73-0119
6071
6081
6060
6060
7260

0120-883-132
7563
7571
7410
75-2255
7463
7471
75-0234
75-0234
2762
2820
73-5582
73-1005

担 当 窓 口 電話・内線

生駒市役所　　　電話74-1111　
生駒市自治連合会　地域コミュニティ推進課内　内線2070

福
祉
・
健
康

市
民
生
活

奈良県広域水道企業団
生駒事務所工務課
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広報いこま「いこまち」12月号の配布

第６回やまびこ講座（映画会「35年目のラブレター」）

県民だより奈良12月号の配布

広報いこま「いこまち」１・２月号の配布

生駒市消防出初式への参加

公園占用物等の更新書類の提出

人権教育地区別懇談会開催の依頼(東地区・南地区自治連合会)

生駒市人権教育推進協議会研究大会開催の案内(人権教育推進委員のみ)

人権教育推進委員の選出依頼

県民だより奈良１・２月号の配布

広報いこま「いこまち」３月号の配布

ごみ収集日程表の配布

「市民憲章のつどい」への参加

統一地方選挙における投票立会人推薦依頼、自治会館借用依頼

県民だより奈良３月号の配布

大和川一斉清掃

公園の維持管理委託に係る下半期(１０月～３月)活動報告書等の提出

地区別体力つくり活動事業依頼(４月～３月)

各種選挙における投票立会人推薦依頼、自治会館借用依頼

任期内交代、欠員分における民生委員・児童委員の推薦

広報公聴課

県広報公聴課

広報広聴課

消防本部総務課

みどり公園課

人権施策課

人権施策課

人権施策課

県広報広聴課

広報広聴課

環境保全課

市民憲章実践推進協議会

選挙管理委員会

県広報広聴課

環境保全課

みどり公園課

スポーツ振興課

選挙管理委員会

地域共生社会推進課

10月

12月

11月

1月

2月

3月

その他

生駒市等から自治会への協力依頼など

令和8年度予定

広報いこま「いこまち」４月号の配布

環境美化推進員の推薦依頼

公園の維持管理委託に係る覚書の締結

「じんけんＤＶＤ2026」冊子の配布

県民だより奈良４月号の配布

広報いこま「いこまち」５・６月号の配布

日本赤十字社活動資金御協力のお願い

県民だより奈良５・６月号の配布

生駒市人権教育推進協議会総会案内の配布（人権教育推進委員のみ）

広報いこま「いこまち」７月号の配布

緑の募金への協力

県民だより奈良７月号の配布

広報いこま「いこまち」８月号の配布

県民だより奈良８月号の配布

広報いこま「いこまち」９月号の配布

赤い羽根共同募金への協力

県民だより奈良９月号の配布

広報いこま「いこまち」10・11月号の配布

公園の維持管理委託に係る上半期(４月～９月)活動報告書等の提出

市民憲章実践推進者推薦依頼

県民だより奈良10・11月号の配布

歳末たすけあい募金への協力

広報広聴課

環境保全課

みどり公園課

人権施策課

県広報広聴課

広報広聴課

日赤奈良県支部

県広報広聴課

人権施策課

広報広聴課

奈良県緑化推進協会

県広報広聴課

広報広聴課

県広報広聴課

広報公聴課

社会福祉協議会

県広報公聴課

広報広聴課

みどり公園課

市民憲章実践推進協議会

県広報広聴課

社会福祉協議会

4月

5月

7月

8月

9月

※　広報いこま「いこまち」と県民だより奈良の各月号の配布は、発行日が土曜・日曜日、祝日と重なる場合は、日を繰り上げて配布します。
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広報いこま「いこまち」12月号の配布

第６回やまびこ講座（映画会「35年目のラブレター」）

県民だより奈良12月号の配布

広報いこま「いこまち」１・２月号の配布

生駒市消防出初式への参加

公園占用物等の更新書類の提出

人権教育地区別懇談会開催の依頼(東地区・南地区自治連合会)

生駒市人権教育推進協議会研究大会開催の案内(人権教育推進委員のみ)

人権教育推進委員の選出依頼

県民だより奈良１・２月号の配布

広報いこま「いこまち」３月号の配布

ごみ収集日程表の配布

「市民憲章のつどい」への参加

統一地方選挙における投票立会人推薦依頼、自治会館借用依頼

県民だより奈良３月号の配布

大和川一斉清掃

公園の維持管理委託に係る下半期(１０月～３月)活動報告書等の提出

地区別体力つくり活動事業依頼(４月～３月)

各種選挙における投票立会人推薦依頼、自治会館借用依頼

任期内交代、欠員分における民生委員・児童委員の推薦

広報公聴課

県広報公聴課

広報広聴課

消防本部総務課

みどり公園課

人権施策課

人権施策課

人権施策課

県広報広聴課

広報広聴課

環境保全課

市民憲章実践推進協議会

選挙管理委員会

県広報広聴課

環境保全課

みどり公園課

スポーツ振興課

選挙管理委員会

地域共生社会推進課

10月

12月

11月

1月

2月

3月

その他

生駒市等から自治会への協力依頼など

令和8年度予定

広報いこま「いこまち」４月号の配布

環境美化推進員の推薦依頼

公園の維持管理委託に係る覚書の締結

「じんけんＤＶＤ2026」冊子の配布

県民だより奈良４月号の配布

広報いこま「いこまち」５・６月号の配布

日本赤十字社活動資金御協力のお願い

県民だより奈良５・６月号の配布

生駒市人権教育推進協議会総会案内の配布（人権教育推進委員のみ）

広報いこま「いこまち」７月号の配布

緑の募金への協力

県民だより奈良７月号の配布

広報いこま「いこまち」８月号の配布

県民だより奈良８月号の配布

広報いこま「いこまち」９月号の配布

赤い羽根共同募金への協力

県民だより奈良９月号の配布

広報いこま「いこまち」10・11月号の配布

公園の維持管理委託に係る上半期(４月～９月)活動報告書等の提出

市民憲章実践推進者推薦依頼

県民だより奈良10・11月号の配布

歳末たすけあい募金への協力

広報広聴課

環境保全課

みどり公園課

人権施策課

県広報広聴課

広報広聴課

日赤奈良県支部

県広報広聴課

人権施策課

広報広聴課

奈良県緑化推進協会

県広報広聴課

広報広聴課

県広報広聴課

広報公聴課

社会福祉協議会

県広報公聴課

広報広聴課

みどり公園課

市民憲章実践推進協議会

県広報広聴課

社会福祉協議会

4月

5月

7月

8月

9月

※　広報いこま「いこまち」と県民だより奈良の各月号の配布は、発行日が土曜・日曜日、祝日と重なる場合は、日を繰り上げて配布します。
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複合型コミュニティ（まちのえき）とは
　地域の人が歩いて集える自治会の集会所や公園などの地域拠点を活用し、住民が主体となって

様々な取組・サービスを複合的に展開する、地域の交流拠点です。

　少子高齢化の進行に伴い発生した様々な地域の課題（移動手段の確保の難しさ・地域の担い手不

足・子育て世帯の負担増etc.）を地域で解決するための施策として、生駒市では、複合型コミュニ

ティの構築に向け自治会をはじめとする多様な主体が新たに取り組む活動を、補助金（19ページ参

照）の交付等で支援しています。

Ⅷ 複合型コミュニティ（まちのえき）づくり Ⅸ 生駒市移動販売等導入支援事業

〈参考イメージ図〉

Ⅹ 民生委員・児童委員
　欠員地区や任期途中での交代時には民生児童委員の推薦をお願いいたします。
　民生・児童委員は、高齢者のみまもり、子育て支援の他、地域の方の困りごとを聞き支援につ
なぐ相談役です。地域住民の個人情報を取り扱うため、地域を一番よく知る自治会から「地域の
信頼できる人」を候補者として推薦していただき、厚生労働大臣から委嘱されます。欠員となっ
ている地区や任期途中でのやむを得ない交代の時にはご協力をお願いいたします。

任期途中での交代

欠員地区で候補者
が見つかった

・現職民生・児童委員から退任の申し出
・自治会へ退任意向の報告と後任の推薦を依頼（退任者にはできるだけ後任候補者を
　見つけていただくようにお伝えしています）
・自治会から候補者推薦
・その後市・推薦会→県→国と推薦の手続きが進み委嘱

※令和８年４月１日時点で13地区が欠員となっています。欠員の地区には別途連絡の上、欠員補充に向けた
　協力依頼等をお願いさせていただきます。

・自治会から候補者推薦
・その後市・推薦会→県→国と推薦の手続きが進み委嘱

運用までのながれ

5

5

　移動販売・出張型サービスを展開する事業者等と地域でのサービス導入を求める自治会とのマッ

チングを支援します。当事業の目的は、地域の買物や見守り活動の支援、そして、地域の賑わい

づくりの推進です。この目的に賛同する企業等を「生駒市移動販売等支援パートナーズ（通称：パー

トナーズ）」として市が審査、登録します。パートナーズの情報は定期的に各自治会に共有します。

自治会事業にパートナーズの協力を希望する自治会は、事業実施予定日の３か月前までに指定の

様式を地域コミュニティ推進課へ提出してください。提出いただいた内容をもとに、地域コミュ

ニティ推進課からパートナーズに募集をかけます。この募集に対して、応募したパートナーズの

中から協力を依頼するパートナーズを自治会で決定してください。
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複合型コミュニティ（まちのえき）とは
　地域の人が歩いて集える自治会の集会所や公園などの地域拠点を活用し、住民が主体となって

様々な取組・サービスを複合的に展開する、地域の交流拠点です。

　少子高齢化の進行に伴い発生した様々な地域の課題（移動手段の確保の難しさ・地域の担い手不

足・子育て世帯の負担増etc.）を地域で解決するための施策として、生駒市では、複合型コミュニ

ティの構築に向け自治会をはじめとする多様な主体が新たに取り組む活動を、補助金（19ページ参

照）の交付等で支援しています。

Ⅷ 複合型コミュニティ（まちのえき）づくり Ⅸ 生駒市移動販売等導入支援事業

〈参考イメージ図〉

Ⅹ 民生委員・児童委員
　欠員地区や任期途中での交代時には民生児童委員の推薦をお願いいたします。
　民生・児童委員は、高齢者のみまもり、子育て支援の他、地域の方の困りごとを聞き支援につ
なぐ相談役です。地域住民の個人情報を取り扱うため、地域を一番よく知る自治会から「地域の
信頼できる人」を候補者として推薦していただき、厚生労働大臣から委嘱されます。欠員となっ
ている地区や任期途中でのやむを得ない交代の時にはご協力をお願いいたします。

任期途中での交代

欠員地区で候補者
が見つかった

・現職民生・児童委員から退任の申し出
・自治会へ退任意向の報告と後任の推薦を依頼（退任者にはできるだけ後任候補者を
　見つけていただくようにお伝えしています）
・自治会から候補者推薦
・その後市・推薦会→県→国と推薦の手続きが進み委嘱

※令和８年４月１日時点で13地区が欠員となっています。欠員の地区には別途連絡の上、欠員補充に向けた
　協力依頼等をお願いさせていただきます。

・自治会から候補者推薦
・その後市・推薦会→県→国と推薦の手続きが進み委嘱

運用までのながれ

5

5
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地縁による団体とは
　「地縁による団体」は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁
に基づいて形成された団体」（地方自治法第260条の2第1項）と定義されています。
　つまり、自治会のように、一定の区域に住所を有する人は誰でも構成員になれる団体が「地縁
による団体」です。

認可の要件
　自治会が法人格を取得するには、市長の認可が必要です。
　認可を受けるには、以下の要件が備わっている必要があります。
①区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び
形成に資する共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
②地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
③地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、そ
の相当数の者が構成員となっていること。
④規約を定めていること。その規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の
資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められて
いること。
※地方自治法の改正に伴い、令和3年11月から認可の要件が見直され、従来あった不動産等を保
有しているか保有する予定があるという前提条件がなくなり、不動産等の保有を前提としない
ものに見直されました。

認可申請の手続
　具体的な手続き方法等は、事前に地域コミュニティ推進課 (内線 2070) へご相談ください。

　従来、自治会（地縁による団体）には法人格が認められていなかったため、自治会が土地や建
物などの不動産を所有していても、自治会名義で登記ができず、会長や役員などの個人名義で登
記されていました。個人名義での登記の場合、名義人の死亡や転居により、名義変更や相続など
の問題が生じることがあります。
　こうした問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が法人格を取得す
ることにより、自治会の名義で不動産等の登記ができるようになりました。

Ⅻ 自治会の法人化
　生駒市では、平成22年4月1日にまちづくりの最高規範である生駒市自治基本条例が施行されま
した。これからのまちづくりには、自助、共助、公助というような、地域課題を地域全体で考え
支え合うための仕組みをつくる必要があり、そうした仕組みを担う組織として、本市では市民自
治協議会の整備を進めています。
　この協議会は、下図にありますように、自治会をはじめ、PTA、民生・児童委員、NPOなど地
域に関わる様々な人々が参加し、地域の課題やまちづくりについて話し合えるように本市も市民
自治協議会の設立、運営をサポートしています。
　「地域で助け合い、支え合う仕組み」　それが市民自治協議会です。
※自助：自分自身が行う　共助: 周囲や地域が協力する　公助：市が支援し、補完する

Ⅺ 市民自治協議会

市民の意識の高揚

小学校区域でかかえる課題把握（プラットホーム）

市民自治協議会
自治会、地域の各種団体、NPO、事業者、地域住民が連携
地域の課題を把握し、住み良いまちづくりに向けて取り組む

総合的なまちづくり組織

●自立した・強固な地域コミュニティづくりの構築
●地域内の人と人とのつながり・住民相互の交流・信頼関係

行　　　　政

【小学校区市民自治協議会イメージ図】

福祉、交通安全、防犯・防災、青少年・子どもの健全育成、環境美化、人権、文化・芸術・スポーツ

財政的支援・伴走支援
地域づくり・まちづくり提案

課題解決するには

協
働
の
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ち
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く
り

自治会

社会福祉協議会
警察・消防
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学校

民生児童委員

老人クラブ
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自

　生駒山の豊かな緑に育まれ、自然と歴史と文化が調和しながら発展しつづける生
駒市。わたしたちは、ここに住むことへの愛着と誇りをもって、みんなの夢がかなう
まちをきずくために、市民憲章を定めます。

この市民憲章は、21世紀及び市政30周年を記念して平成13年（2001年）11月1日に新たに制定
したものです。

生駒市民憲章

1 自然を愛し、人と自然が共生する美しいまちをつくりましょう。

1 お互いに助けあい、安心して暮らせるやさしいまちをつくりましょう。

1 人権を尊重し、心のかよいあうあたたかいまちをつくりましょう。

1 スポーツに親しみ、健康で活力のあるまちをつくりましょう。

1 知恵を出しあい、世界にはばたく文化のまちをつくりましょう。

自治会ハンドブック

生駒市自治連合会
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